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第１ はじめに

１ 検討の経緯

技 能 実 習 制 度 の 見 直 し に つ い て は， 現 行の 技 能 実 習 制 度 へ の見 直 し が 行 わ れ

た平 成 ２１ 年 の 入 管 法 改正の 際に ，衆 ・参両 院法 務委 員会 でそれ ぞれ 附帯決 議

が付 さ れ， 技 能 実 習 制 度の在 り方 の抜 本的見 直し につ いて 総合的 に検 討する こ

ととされていたところである。

， ， ， ，制度の運用については いまだ内外から 一部には 制度の趣旨を理解せず

不適 正 な受 入 れ を 行 う 監理団 体や 実習 実施機 関が 存在 する 等，必 ずし も技能 ・

技 術 ・ 知 識 （ 以 下 「 技 能 等 」 と い う ） の 移 転 に よ る 国 際 貢 献 と の 制 度 本 来 の。

趣 旨 ・ 目 的 に 沿 っ た 運 用 が 徹 底 さ れ て い な い の で は な い か と の 指 摘 が あ る ほ

か， 政 府部 内 に お い て も，昨 年４ 月， 総務省 の行 政評 価・ 勧告に おい て，技 能

実習 生 の受 入 れ に つ い ては， 監理 団体 による 監査 の適 正化 や推進 事業 実施機 関

によ る 巡回 指 導 の 適 正 化，技 能実 習制 度の効 果の 検証 等に ついて 勧告 が出さ れ

ている。

一 方 で ， 技 能 実 習 制 度 の 拡 充 の 観点 か ら， 実 習 期 間 の 延 長 や技 能 実 習 生 の 受

， ，入れ人数枠の増加等に関して 関係業界等から要請の声が多く寄せられるなど

制度全体の大きな見直しが求められている状況にある。

に制 度 の 見 直 し の 方 向性 を 検 討 す る 必要が あっ たこと かこ の よ うな 中 ， 早 急

， （ 「 」ら 出入国管理政策懇談会の下の外国人受入れ制度検討分科会 以下 分科会

という ）において，集中的な議論を行った。。

２ 報告書作成の経緯等

分科会は，昨年１１月８日から本年５月２７日までの間に８回開催された。

その中で，技能実習制度に ついて，法務省及び厚生労働省からその現状や課題

について説明を受けるとと もに，有識者及び実際に技能実習生を受け入れてい

る関係団体等からヒアリン グを行い，制度に対する関係者の評価や要望，制度

の問題点等に関する理解を 深めつつ，その見直しの方向性について広く意見を

交わした。

そ の 間 も ， 政 府 内 に お い て 「 成 長 戦 略 進 化 の た め の 今 後 の 検 討 方 針 （ 平， 」

成 ２ ６ 年 １ 月 ２ ０ 日 産 業 競 争 力 会 議 ） で 「 制 度 の 適 正 化 と と も に ， 一 定 の 要，

件の下で再技能実習を認め ることや，介護等の分野を追加することを含めた制

度の見直しについて制度本 来の目的を踏まえた検討を行い，平成２６年年央ま

でに方向性を出す」ことと されたほか，本年４月４日の経済財政諮問会議・産

， ， ，業競争力会議合同会議においては 安倍総理大臣から 谷垣法務大臣を中心に

関係閣僚の協力の下で，技 能実習制度の監理・運用体制を抜本的に強化・改善
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するとともに，実習期間や 対象業種などについて必要な見直しを行うよう，指

示があったところである。

こ の よ う な 状 況 の 下 ， 分 科 会 に お い て は 活 発 な 議 論 が 行 わ れ ， そ の 議 論 を

技 能 実 習 制 度 の 見 直 し の 方 向 性 に つ い て ， 本 報 告 書 を と り ま踏 ま え た 上 で ，

とめた。

第２ 技能実習制度の概要等

１ 制度の概要

（１）旧制度から現行制度への改正の経緯

研修・技能実習制度は，我が国で培われた技能等の開発途上国への移転を

図り ，当該開発途上国等の経済発展を担う「人 づくり」に寄与することを目

的と する制度である。平成２１年の入管法改正 以前の旧制度は，研修・技能

実習 制度として，入国する際は「研修」の在留 資格で入国し，１年間の研修

を経て技能実習へ移行し（在留資格は「特定活動 ，その後最大で２年間，」）

技能実習を行うというものであった。

し かし，研修生には労働関係法令の適用がなく，実務研修中の研修生が実

質的 な低賃金労働者として扱われたり，技能実 習に移行後も独自の在留資格

がな く，法的地位が不安定であるなど，研修生 ・技能実習生の保護が不十分

な状態であった。

こ の よ う な 中 ， 政 府 と し て も 「 規 制 改 革 推 進 の た め の ３ か 年 計 画 （ 平 成」

技 能 実 習 生 に 係 る 在 留 資 格 の１ ９ 年 ６ 月 ２ ２ 日 閣 議 決 定 ） に お い て ， 特 に

整 備 に つ い て は ， 遅 く と も 平 成 ２ １ 年 通 常 国 会 ま で に 関 係 法 案 を 提 出 す る

こ と と す る な ど ， 研 修 生 ・ 技 能 実 習 生 の 保 護 の 強 化 を 喫 緊 の 課 題 と し て 取

り組むこととされた。

こ うした状況を受けて，法務省と関係省庁の 間で検討が進められ，技能実

習制 度の見直しとして，実務研修を行う場合は 原則として雇用契約に基づき

技能 等の修得活動を行うことを義務付け，労働 基準法や最低賃金法等の労働

関係 法令による保護が受けられるようにすると ともに，独自の在留資格がな

い技 能実習活動について，新たに在留資格「技 能実習」を創設する等の改正

入管 法が平成２１年７月１５日に公布され，平 成２２年７月１日に施行され

た。

（２）現行制度の概要

現 行制度では，在留資格「研修」については，実務作業を伴わない非実務
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のみ の研修のほか，国，地方公共団体若しくは 独立行政法人が自ら実施する

研修 又は国際機関等の事業として行われる研修 等の公的性格が認められる研

修のみが該当することとされている。

一 方で，在留資格「技能実習」については，技能実習１号と技能実習２号

に区 別されており，技能実習１号では，一定期 間の講習を義務付けた上で技

能等 を修得する活動を行うのに対して，技能実 習２号では，技能実習１号で

一定 の水準以上（技能検定基礎２級等）の技能 等を修得した者が，当該技能

等に 習熟するための活動を行うものとされてい る。技能実習１号では，修得

しよ うとする技能等が同一作業の反復のみによ って修得できるものでない等

， ，の要件を満たす限りにおいて特段の職種の制限はないが 技能実習２号では

対象 職種が技能レベルを評価するための公的試 験制度が設けられている一定

の職種に限られている（平成２６年４月１日現在６８職種 。）

ま た，団体監理型の受入れにおいて，旧制度は１年目の研修についてのみ

監理 団体が監理を行っていたところを，現行制 度においては２年目以降の技

能実 習についても監理団体の責任と監理の下で 行うこととしているほか，監

理団 体に専門的な知識を有する者による技能実 習生の法的保護に必要な情報

に係る講習の実施等を義務付けている。

さ らに，監理団体の要件として，監理団体の職員等が１月に１回以上，実

習実 施機関に赴き技能実習の実施状況を確認・ 指導することや，監理団体の

役員 等が３月に１回以上，監査を実施してその 結果を地方入国管理局へ報告

する こと，相談員の設置などにより監理団体が 技能実習生からの相談に対応

する措置を講じていること，などが規定されている。

２ 不適正な事案への対応と制度改正による効果

技能 実習に関し不適正な受入れを行っている疑いのある実習実施機関や監理

団体に対しては，地方入国 管理局が，適宜，実地調査を実施し，不正行為と認

め ら れ た も の に つ い て は 「 不 正 行 為 」 の 通 知 を 行 い ， そ の 不 正 行 為 の 類 型 に，

応じて，当該機関が技能実 習生を受け入れることを５年間，３年間又は１年間

停止するなど，厳正な対処を行っている。

不正 行為機関数は，制度改正前の平成２０年では，４５２機関であったが，

， ， ，平成２２年が１６３機関 平成２３年が１８４機関 平成２４年が１９７機関

平成２５年が２３０機関と制度改正前と比較して半減している。

また ，労働基準監督署においては，労働基準関係法令違反が疑われる実習実

施機関に対して監督指導を行っているところである。
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第３ 分科会における議論及び見直しの方向性

１ 分科会における主な議論

（１）技能実習制度の存続の適否について

分 科会においては，まず，制度の存続自体の適否についての議論がなされ

た。 その中では，制度目的自体に実態との乖離 があり，国際貢献との趣旨で

はな く，単純労働力・低賃金労働力を確保する ための制度として利用されて

おり ，その結果，賃金不払等の人権侵害が生じ ているとの指摘があった。さ

らに ，現行制度でうまく機能している部分を存 続させることは問題ないにし

ても ，現行制度の規制を強化することで指摘さ れている問題点を解決できる

のか 疑問であり，抜本的に見直すためには技能 実習制度を廃止するなどし，

これ に代わる外国人労働者受入れ制度を創設す べきではないかとの意見があ

った。

そ の一方で，技能等の移転を通じた開発途上国への国際協力との意義を重

視す るべきであり，実際にも開発途上国から技 能実習生を受け入れて，一定

レベ ルの技能等を修得して帰国するという国際 貢献に寄与できているとの指

摘が あった。技能実習制度の意義を高めるには ，いかに技能等の修得・移転

を行 って国際貢献をするかが重要であり，制度 本来の趣旨・目的に沿った成

， ， ，果の一つとして 近年では グローバル化の中で日本企業が海外進出する際

海外 の拠点の生産力向上のために，技能実習生 が日本の企業で技能等を修得

し， 帰国後に修得した技能等を用いて現地の工 場で活躍するなど，現地の経

済に 貢献できている例も多いとの意見があるな ど，分科会メンバーや関係者

から の意見の多くは，不正団体を排除した上で 必要に応じて拡充し，適切に

運用していくことが重要であるとの趣旨のものであった。

な お，このように，制度を適正化した上で存続させるべきという意見に関

して は，現行制度の問題点や改正すべき点とし て，次の（２）のような議論

があった。

（２）現行制度の問題点等について

分科会で出さ れた現行 制度の問題点等に関する主な意見は，おおむね以下

のとおりであった。

ア まず，技能 等の修得 ・移転に関しては，３年間の技能実習修了時の技能

検定の受検（３級等）は義務付け られておらず，受検率が著しく低い状況

にあるが，技能等の移転のために は教育訓練効果が重要であり，技能等の

評価・効果測定の体制整備・確立 が非常に重要であるとの議論があった。

イ 次に，監理 団体や実 習実施機関に関しては，監理団体や実習実施機関の
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中にも労働関係法令への意識が低 いところがあり，監理団体が実習実施機

関に対して適切な監理・監督がで きていないのではないかとの指摘があっ

た。また，技能等の移転が行われ ているかどうかの確認として，監理団体

による技能実習生の帰国後の実地 調査が徹底されていないのではないか，

そして，適正でないとされた監理 団体が，新しい団体を設立して再び制度

に参入してくる場合もあるところ ，不正行為等のあった団体は，その後は

一切，制度に関与することができ ないように規制を強化するべきであると

の議論があった。ただし，その際 には，一部の不適正な団体のために，多

くの適正な団体までが厳しく管理 されて手続も更に複雑化することは避け

るべきではないかとの指摘もあった。

Ｊ Ｉ Ｔ Ｃ Ｏ 」 とウ 公 的 機 関 に 関 し て は ， 主 に 国 際 研 修 協 力 機 構 （ 以 下 「

い う ） に つ い て ， 法 的 根 拠 が あ い ま い で あ り ， 強 制 権 限 に 基 づ か な い 調。

査 ・ 指 導 し か 行 え な い た め 実 効 性 に 限 界 が あ る た め ， 行 政 機 関 に よ る 調

査 ・ 監 督 の 強 化 を 行 う 必 要 性 が あ る の で は な い か と の 議 論 の ほ か ， 法 改

正等でＪＩＴＣＯの役割や権限を整備すべきであるとの意見があった。

エ 分科会メン バーの間 でも特に問題視されている技能実習生の人権侵害に

関しては，前回制度改正により不 正行為は半減したもののいまだに残業代

， 。 ，の未払いや保証金の徴収 旅券等の強制的な保管等が生じている 更には

法務省令において「日本人が従事 する場合の報酬と同等額以上」と定めら

れているにもかかわらず，報酬も 最低賃金（場合によっては下回っている

ケースもあり）又はこれを若干上 回るにすぎない額であるのに加えて，雇

用主を自由に変更することもでき ず，さらに相談体制が十分ではなく，技

能 実 習 生 が 申 告 し に く い 状 況 に な っ て い る の で は な い か と の 議 論 が あ っ

た。

オ 送出し機関 について は，違約金や保証金の徴収など，送出し機関による

不当な中間搾取に対しては国内の 適正化だけでは不十分であるとの指摘が

あった。また，送出し国の工業化 等の政策ニーズを把握することが必要な

のではないかとの意見があった。

カ 以上のような問題点に係る議論に加え，制度の拡充について，技能実習

期間に関して，５年間従事しない と一人前にならない職務は多く，一定の

要件を満たした優秀な技能実習生 に限って，３年間から５年間に延長して

もらいたい，又は再技能実習を認 めてもらいたいとの要請があったほか，

受入れ人数に関しても，適切かつ 効果的な受入れを行っている優秀な実習

実施機関に限っては，受入れ人数 枠を拡大するなどインセンティブを与え

るべきではないかとの議論があっ た。また，対象職種についても，多能工
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化が求められている産業の実態を 踏まえて職種の抜本的な見直しの必要が

あるのではないかとの意見があった。

なお，制度 の拡充に 関しては，ア～オに記載した制度の適正化を優先す

べきであって，適正化が確認され ていない中で制度の拡充を議論すること

は適当ではないとの議論があった 。加えて，開発途上国等の経済発展を担

う「人づくり」に寄与することを 目的とする技能実習制度の目的に鑑み，

制度の拡充を検討する場合は，送 出し国のニーズに基づきその在り方を検

討すべきとの指摘があった。

２ 分科会としての基本的な考え方

このような議論 を踏まえ ，分科会としては，技能実習制度の存続についての

現 在 指 摘 さ れ て い る 問 題 点 を 徹 底 的 に 改下 記 の 少 数 意 見 は あ る も の の （ 注 ，）

善した上で，制度の活用を図るべきではないかとの意見が大勢を占めた。

技能等の修得・移転といった制度本来の趣旨そこで，見直し に当たっ ては，

・目的に一致した受入れと なるよう改正し，制度本来の趣旨・目的を離れて技

能実習制度を利用すること は困難な制度とし，かつ，技能実習生の人権侵害が

発生しないよう十分な配慮 を行い，技能実習制度が単純労働・低賃金労働等で

利用されているという批判 を受けないような枠組みを構築することが必要であ

ると考える。

（注） 少数意 見とは， 本来の制度目的から乖離し，人権侵害や法令違反を

惹起している実習実施機関に ついては現行制度を廃止しこれに代わる

新制度の導入を図るべきであ るというものである。この少数意見にお

いては，この制度には次の２つの根本的問題点があると指摘する。

① 実態が「技術移転によ り開発途上国における人材育成に貢献す

る」 と いう制 度目的から大きく乖離し，単純労働者の受 入れ手段

に 利 用 さ れ て お り 「 技 術 移 転 」 と い う 制 度 本 来 の 目 的 を 果 た し，

ていない。

② この制度の下で人権侵 害，労働法令違反等の問題事例が引き起

こさ れ ている が，この問題を引き起こす大きな要因は， 技能実習

制度 が 受入れ 機関を特定した制度であるため，技能実習 生は受入

れ機 関 を離れ れば帰国せざるを得ず，このため技能実習 生は事実

。 ，上受入れ機関の支配に従属する形になっていることにある また

受入 れ 機関を 指導監督する立場にある監理団体のチェッ ク機能も

形骸化している。

今回の見直しにおいては， これらの指摘に対しても十分応えるもの
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でなければならないことは言うまでもない。

３ 見直しに当たっての留意点

以上の考え方に 基づいて 技能実習制度の見直しを行うに当たって，留意すべ

き点は次のとおりである。

技 能等の修得と移転が確保されることが前提であるこ① 今回の見直し では，

とか ら，技能等の修得及び移転を確実に達成す る受入れ機関についてのみ受

入れ を認め，あわせて，技能実習生の人権保護 の強化や監理団体の監理体制

の強 化及び関係機関による監視体制の構築等を 目指し，技能実習制度から不

適正団体を排除するような見直しを行っていくべきである。

優良な受入れ機関に集約化する意味で，② 技能実習生の 受入れに ついては，

優良 な受入れ機関に制度の拡充を認めていく方 向で見直しを行っていくべき

であ る。ただし，送出し側のニーズや日本企業 の海外進出を踏まえ，制度本

来の 趣旨・目的から乖離することがないよう， 制度の適切な運用に努める。

不正行為を確実に取り締まり，ま③ 特に技能実習 生の人権 保護に関しては，

た， 相談体制の強化や実習実施機関に問題があ る場合の対処などの技能実習

生の 保護・支援を強化・充実させる方向で見直 しを行っていくべきである。

④ 見直しの方向 性を検討 する際には，分科会での議論はもとより，政府，与

党等 でも並行して行われている技能実習制度の 見直しに係る議論の内容をも

踏まえた，幅広い観点からの見直しとなるよう留意するべきである。

⑤ 技能実習にな じまない 分野での外国人活用の必要性に対しては，今回の議

論とは別途，改めて適当な場での検討を要するものと考えられる。

４ 見直しの方向性

（１）制度の適正化に関する見直しの方向性

ア 確実な技能等の修得・移転

分科会での議 論を踏ま えると，制度本来の目的である技能等の修得を確保

する ためには，現状ではほぼ行われていない技 能実習修了後の効果測定を行

う必 要があると考えられることから，監理団体 や実習実施機関に対し，技能

実習 ２号の修了時等に，技能評価試験を用いる ことにより，効果測定を行う

ことを義務付けるなどの方向で見直しを行うべきである。

あわせて，技 能評価試 験自体についても，現場での作業実態と技能評価試

験の 内容が乖離しているとの指摘があることを 踏まえ，技能評価試験の内容

を技 術の進歩や産業実態に応じたものにするな ど柔軟で現代的な評価制度と

なるよう見直しを行うべきである。
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多能工化のニ ーズに関 しては，技能評価試験の対象職種の見直しのほか，

産業 毎の変化や実態に応じて複数の技能等を修 得できるよう，技能実習計画

を見直すなどの方向でも見直しを行うべきである。

また，技能等 の移転を 確実に担保するためには，送出し国側との協力も必

要で あり，監理団体や実習実施機関が送出し機 関と協力して，帰国後の技能

実習 生について，一定程度の期限を設けて追跡 調査を行う等フォローアップ

を行うことを要件とするなどの方向で見直しを行うべきである。

同時に，本国 において も日本で修得した技能等を生かして活躍することが

でき るように，帰国後に就いた業種・職種が日 本で修得した技能等の業種・

職種 と厳密には同一でなくとも，日本で修得し た技能等が活用されるとの積

極的 な評価ができる場合にはこの点を評価する など，技能等の移転がより行

われやすくすることに留意する必要がある。

イ 監理団体による監督の適正化

監 理 団 体 に よ る 実 習 実 施 機 関 へ の 監 査 等 を 義現 行 制 度 で は ， 入 管 法 令 上

務 付 け て い る も の の ， 監 理 団 体 が 監 査 等 を 実 施 す る た め の 体 制 等 に 関 す る

規定はないため，必ずしも監理団体による指導・監督が十分ではない。

監 理 団 体 に 関 し て は ， そ の 役 割 を 自 覚 し分 科 会 で の 議 論 を 踏 ま え る と ，

た上 で，責任を持って受入れを監理・監督する ことが徹底されなければなら

ない 。そのため，法令上で技能実習制度に関す る監理団体の責務を規定する

など，確実な根拠を設ける必要がある。

さらに，監理団体が実習実施機関 に対して適正な指導・監督を行うことを

担保 するためにも，中立的な運営体制が必要で あると考えられ，そのため，

例え ば，外部からの理事・監事の登用や，監理 団体に対する外部監査の義務

化を 行うことを検討するなど，監理団体の実習 実施機関への監査に係る体制

の強 化を行う方向での見直しを行うべきである 。ただし，その際には，監理

団体 の組織形態に応じて，中立的運営体制を確 立するためにどのような方策

があるのかについて検討していく視点も必要と考えられる。

そ の一方で，優良な監理団体に事業を集約す るため，公的認定等により優

良と 認められる監理団体に関しては，インセン ティブのために一定の優遇を

認めることも含めて見直しを検討するべきである。

ウ 公的機関による監理団体・実習実施機関の監視体制の強化

Ｊ Ｉ Ｔ Ｃ Ｏ が ， 技 能 実 習 制 度現 行 制 度 に お い て は ， 公 益 財 団 法 人 で あ る

制 度 の 適 正 か つ 円 滑 な 推 進 を 目 的 と し て ， 監 理 団 体 や推 進 事 業 を 受 託 し ，

巡 回実 習 実 施 機 関 に 助 言 ・ 指 導 等 を 行 っ て い る 。 そ の 事 業 の 一 環 と し て ，
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指 導 を 行 っ て い る が ， 巡 回 指 導 で は 不 正 を 的 確 に 発 見 で き て い な い と の 指

摘 が あ り ， さ ら に ， Ｊ Ｉ Ｔ Ｃ Ｏ は 公 益 財 団 法 人 で あ り ， 法 令 上 の 権 限 が な

い た め 指 導 に も 強 制 力 が な く ， あ く ま で も 支 援 や 助 言 の 事 業 に と ど ま っ て

いることから，実効性の点で問題となっている。

ま た ， 監 理 団 体 ・ 実 習 実 施 機 関 が 不 適 正 な 受 入 れ を 行 っ た 場 合 は ， 最 長

５ 年 間 の 受 入 れ 停 止 の 措 置 が 執 ら れ る な ど ， 一 定 程 度 の 制 裁 が 課 さ れ て い

るが，不正行為の認定数は近年漸増している状況にある。

分 科 会 と し て は ， 行 政 機 関 の 監 視 体 制 の 強 化 が 重 要 と 考 え る 。 そ こ で 入

管 職 員 へ の 立 入 調 査 権 限 の 付 与 等 ， 監 視 ・ 監 督 権 限 の 強 化 を 検 討 し て い く

べ き と 考 え る 。 ま た ， 関 係 行 政 機 関 の 調 査 ・ 摘 発 体 制 の 強 化 も 必 要 と 考 え

る が ， 現 下 の 行 財 政 事 情 等 で こ れ が 十 分 に 行 え な い 場 合 は ， 行 政 機 関 の 役

割 を 補 完 す る 機 関 （ 現 行 制 度 に お い て は Ｊ Ｉ Ｔ Ｃ Ｏ ） が 実 効 あ る 監 視 を 行

現 状 の 公 益 財 団 法 人 とえ る 体 制 を 作 る 必 要 が あ る と 考 え る 。 し た が っ て ，

いう 組織形態で困難であれば，法令に根拠のあ る組織を創設し，政府が一貫

して 厳正な指導・監督が行えるよう体制整備を 行う方向で見直しを行うべき

と考 える。なお，新たに創設する組織において は，民間の知識・経験を活用

する組織体制を構築することが重要との指摘があった。

同 時に，地方入国管理局，労働基準監督署， その他の制度所管省庁や業所

管省 庁等の行政機関が連携を密にし，監理団体 ・実習実施機関に対する指導

， 。・監督体制や 調査・摘発などの取締り体制の強化を図ることも必要である

その 上で，不適正な監理団体・実習実施機関に ついては，受入れ停止処分の

みな らず，刑事罰をもって対応すべき違反には 適切に対応できるよう罰則の

整備 や，不正の程度に応じて団体名等の公表を 行うことの検討を含め，制度

趣旨 に沿わない不適格な監理団体・実習実施機 関は制度から排除する方向で

見直しを行うべきである。

エ 技能実習生に対する人権侵害行為等への対応の強化

Ｊ Ｉ Ｔ Ｃ Ｏ に お い て ， 母 国 語 で の 相技 能 実 習 生 の 人 権 保 護 に 関 し て は ，

談 対 応 や ， 監 理 団 体 や 実 習 実 施 機 関 に 対 す る 巡 回 指 導 を 行 っ て い る ほ か ，

受 入 れ 機 関 等 の 倒 産 や 不 正 行 為 な ど で 技 能 実 習 生 に 責 任 が な い の に 技 能 実

習 の 継 続 が 困 難 に な っ た 場 合 に は ， 他 の 適 切 な 機 関 で 技 能 実 習 の 継 続 が で

きることとされている。

分科会としては，まずは賃金不払 や保証金の徴収等の法令違反に対しては

厳正 な取締りが必要であることから，地方入国 管理局，労働基準監督署，中

小企 業庁等の関係機関や都道府県等との連携の 強化や，摘発体制の強化，指
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導・ 監督体制の整備を行うべきであり，人権侵 害等を行う監理団体・実習実

施機 関に対しては，人権侵害の程度に応じて新 たな罰則を設けることも含め

て検討するべきと考える。

同じく，不適 正な受入 れがあった場合の技能実習生の保護体制の整備が必

要で あることから，通報・相談したことによっ て不利益な扱いを受けない，

技能 実習生にとって利用しやすい通報相談窓口 機能の充実・強化を行うべき

であ り，その際には，不適正な受入れを行って いる実習実施機関から他の機

関へ転籍できる柔軟な仕組みを構築しなければならないと考える。

日 本技 能 実 習 生 の 賃 金 等 の 処 遇 に 関 し て は ， 本 来 の 要 件 と さ れ て い る 「

」 の 趣 旨 を 踏 ま え ， そ の 実 効 性 を 高人 が 従 事 す る 場 合 の 報 酬 と 同 等 額 以 上

める ため，技能実習生の技能等の修得状況を評 価した上で，例えば分野や修

得状 況ごとのより具体的指標を定めるなど，同 程度の技能等の日本人と同等

の報 酬水準になるよう徹底するなどし，不当に 低賃金労働力として利用され

てい るとの非難を受けないよう適正化する方向 で見直しを行うべきである。

な お，技能実習生が不当な扱いを受けないために，技能実習生本人への関

係法 令等についての啓発活動についても，入国 直後の講習のみならず随時行

うなどして強化するべきである。

オ 送出し機関への規制の実効性の強化

送出し機関に 関しては ，入管法令上，保証金等不当な金銭の徴収や管理，

労働 契約不履行に係る違約金を定めるような不 当な契約を締結すること等が

禁止 されているが，送出し機関の選定について は，相手国政府が認定する送

出し 機関以外からの受入れも可能となっており ，悪質な送出し機関も存在す

るとの指摘があった。

分科会での指 摘を踏ま え，こうした悪質な送出し機関に関しては，監理団

体が 技能実習生本人に対して保証金や違約金の 契約の有無等の確認を行うこ

とと して，確認を怠った監理団体は不正行為認 定を受けるなどとするような

厳正な対処をとる方向で見直しを行うべきであると考える。

また，送出し 機関の適 正化のためには日本国内の適正化のみでは十分でな

く， 送出し国政府の協力を得て送出し機関の規 制強化等の適正化を図ること

が必 要であるため，二国間協定等の締結等によ る担保を図るべきであり，そ

の際 には受入れ機関側の要請ではなく，送出し 国の産業発展や日本企業の貿

易・ 投資動向に即した政策ニーズを把握し，ま た，技能等の移転を必要とし

てい る分野・職種も参考にしつつ，さらに相手 国政府が認定する優良な送出

し機 関に限定するなど，送り出す段階から適正 化を図る方向とするべきであ

る。
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なお，技能実 習生が特 定の国に集中している点についても，制度見直しの

際に は，技能等の移転による国際貢献との制度 趣旨を踏まえ，留意する必要

がある。

（２）制度の拡充に関する見直しの方向性

カ 実習期間の延長（又は再技能実習）

技能実習期間 について は，技能実習１号の１年と，技能実習２号に移行し

てか らの２年（１年ごとに要更新）の最大で３ 年間とされており，再度の技

能実 習は認められていないところ，分科会にお いては，職種によっては５年

， 。間に延長するべきとの意見や 再技能実習を認めるべきとの意見等があった

これらを踏ま え，実習 期間の延長又は再技能実習については，安易な低賃

金労 働者の確保の手段とならないようにするた め，また，制度の適正化への

イン センティブを持たせるために，過去の受入 れ実績や受入れ体制等を考慮

して 適正な受入れを行ってきていると認められ る優良な監理団体・実習実施

機関 が受け入れる，一定の要件を満たす技能実 習生に対しては，より高度な

技能 実習を行うためとの趣旨で，２年程度の実 習期間の延長又は再技能実習

を認める方向で見直しを行うべきである。

この点に関し ，我が国 国内で引き続き在留し，技能実習期間を延長した場

合は ，家族と離れている期間が長期化するとい う問題もあるので，一旦帰国

し， 一定期間本国で技能移転等を行った後に再 度入国する「再技能実習」を

中心に検討すべきではないかとの指摘があった。

また，期間の 延長を行 う場合は，技能実習途中での一定期間の帰国を認め

るなどの配慮が必要であるとの指摘があった。

なお，技能実 習生の入 国前の研修を促進するため，日本語検定等で客観的

な評 価ができる場合には，実習期間内に求めら れる講習期間を短縮可能とす

るべ きとの指摘もあり，この点については，技 能実習生が既に一定程度の日

本語 能力を修得している場合の効率化や，より 円滑に日本での生活環境に馴

染め るようにするための観点からも重要である と考えられることから，柔軟

に対応する方向で見直しを行うべきである。

キ 受入れ人数の上限の見直し

団体監理型の 技能実習 における受入れ人数枠は，実習実施機関の常勤職員

の数 に応じて定められており，常勤職員数が５ ０人以下の実習実施機関は一

律３ 人まで，５１人以上１００人以下の実習実 施機関は６人までなどとされ

ている。

分科会での指 摘や議論 を踏まえ，受入れ人数枠に関しては，まず，常勤職
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員数 に応じた現在の区分について，受入れ企業 の規模に応じて適切な人数の

受入 れが行われるようにする必要があると考え られる。したがって，現在の

常勤 職員数の区分よりもきめ細かい区分に応じ た人数枠の設定を行う方向で

見直 しを行うべきであり，かつ，安易な低賃金 労働者の確保の手段とならな

いよ うにしつつ，制度の適正化へのインセンテ ィブを持たせるためにも，過

去の 受入れ実績や受入れ体制等を考慮して優良 と認められる受入れ機関に対

しては，人数枠の増加を認める方向で見直しを行うべきである。

ク 対象職種の拡大

分科会として は，協議 で指摘されたように，制度趣旨を踏まえた上で，送

出し 国の産業発展やニーズ，日本企業の貿易・ 投資動向に即したニーズも把

握し ，単なる受入れ企業の都合のみによる職種 の拡大にならないように留意

しつ つ，多能工化や技術の進歩を踏まえて産業 実態に即した形での職種の追

加を 認める方向で見直しを行う必要があると考 えるが，その際には拡充する

職種 の特性に対応した新たな受入れ要件を設定 することも含めて見直しを検

討するべきである。

また，分科会 等で指摘 されている特定の業種（自動車整備業，林業，惣菜

製造 業，介護等のサービス業，店舗運営管理等 ）の分野を含め職種を拡充す

るこ とについては，業所管省庁等の関係省庁が 密接に連携し，送出し国の産

業発 展やニーズ，日本企業の貿易・投資動向に 即したニーズも踏まえ，受入

れ側 の産業実態に即したニーズを十分に把握し た上で，見直しを検討するべ

きである。

その際，対象 となる職 種については慎重な検討が必要であり，例えば介護

を例 にとると，日本語による十分なコミュニケ ーション能力と，生命・身体

に関 わる専門的な知識や技能等が不可欠である との趣旨の指摘があった。ま

た， 店舗運営管理等については発注や売上の管 理，従業員のシフト管理等の

人材 を育成するニーズがあるとの指摘があった 一方で，食器洗い等の単純労

働に つながるおそれもあり，移転すべき技能と して適当なものとすべきとの

指摘 もあった。このため，分科会等で指摘され ている職種に限らず，それぞ

れの職種による特性を踏まえた十分な議論が必要である。

なお，職種の 拡充の見 直しに際しては，全国一律で検討を要する職種のほ

か， 地域ごとの産業の特色を踏まえて検討すべ き特定の職種についての論点

にも留意するべきである。

第４ おわりに

分科会において は，技能 実習制度の見直しについて，制度の現状と問題点を
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多方面から検討し，その結 果を技能実習制度の見直しの方向性として取りまと

めた。今後，分科会からの 報告を受けて行われる出入国管理政策懇談会での議

論を踏まえ，それを受けて 制度の見直しの実現に向けた取組が早急になされる

とともに，見直しの方向性 で示した事項が，実効あるものとなるよう，具体的

措置の検討が進むように期待したい。

なお、今回の技 能実習制 度の見直しにより，技能実習制度の逸脱的な利用は

排除される方向に向かうで あろうが，本文中に述べたように，本来技能実習に

なじまない分野での外国人 活用の必要性・需要があることも否定できず，我が

国社会の少子高齢化の中で ，今後そういう必要性・需要は拡大していく可能性

が高い。したがって，今回 の制度見直しは，そのような背景からすると，外国

人の受入れの必要性や需要 全般に悉皆的に応えきれていないことは否めない。

今後の我が国の外国人受 入れ制度を，来るべき将来の日本国内およびアジア

諸国の社会経済の発展に寄 与・貢献し得る制度とするためには，技能実習制度

の見直しのみでは限界があ り，技能実習以外の形で外国人労働者を受け入れる

か否か，受け入れるとした らどういう分野・仕組みで受け入れるかなどについ

て，より根源的な議論と検討を要するところである。

国民 のコンセンサスを得つつ，この問題について検討して具体的方向性を示

す必要性が，少子高齢化， グローバリゼーションといった我が国の社会的環境

の変化の中で，喫緊の課題 となっている。これについては出入国管理政策懇談

会での今後の早急なる検討に託したい。



○分科会での主な意見

【制度の存続の適否に関する意見】

○ 制度目的自体に実態との乖離があり，労働力を確保するための制度として議論されて

いる，またそのような報道がされているということは否定できない。制度目的について

は実態に合わせて直すべきであるし，抜本的に見直すためには制度を廃止してこれに代

わる外国人労働者の受入れ制度をつくるべきではないか。

○ 現行制度で技能等の修得・移転がうまく機能している部分については存続させても

よいが，現行制度の規制を強化することで，指摘されている問題点を解決できるのか

疑問。

○ 制度の目的である発展途上国の繁栄に寄与している，あるいは国際貢献に寄与してい

ると言え，また，技能実習生の帰国後の就職に成果を挙げている。

○ 実習生は，このチャンスがなければ日本のよさを実感できない，日本の実習体験で憧

れを持って帰った数が非常に多い，チャンスがあればまた日本へ来たいという声も多い

こと等々を勘案して，総合的に，この制度はよい制度であり，ぜひ継続を希望したい。

○ グローバル化する中で，日本企業が海外進出する際の，海外の拠点の生産力向上の

ために，技能実習生が日本の企業で技能等を修得し，帰国後に修得した技能等を用い

て現地の工場で活躍するなど，現地の経済に貢献できている例も多い。

○ 技能移転を通じた途上国への国際協力を目的とするという本来の意義を大事にしなけ

ればならない。そのため，研修・実習を通じての外国人実習生の能力形成・技能形成に

資するという部分をいかに強化していくかということが大事。

【制度の適正化に関する意見】

（技能等の修得・移転に関する意見）

○ 技能実習２号に移行するときは技能検定の受検が必要であるが，３年間の技能実

習終了時の技能検定の受検（３級等）は義務付けられておらず，受検率が著しく低

。 ， 。い 技能実習をして技能を高めたのであれば 技能検定を受検するべきではないか

○ 現状では，技能実習終了時に技能検定の受検をしたとしても，産業実態と技能検

定の実態がマッチしていないため，不合格になる。受検が義務付けられていないた

め，技能試験のための教育もしない。

○ 実習修了時に技能検定試験を受検することは，合格してもリターンがないため，

インセンティブが働かない。

○ 技能移転のためには教育訓練効果が重要であり，技能評価・効果測定の体制整備

・確立が非常に重要。

○ 今の制度を変えて多能工システムにした後，新しい検定試験を作ることを検討す

（資料１）



（資料１）
るべきではないか。

（監理団体・実習実施機関に関する意見）

○ 監理団体の中には遵法意識の低いところがあり，受入れ機関に指導等しない場合

もある。また，受入れ機関の中にも労働関係法令への意識が低いところがある。

○ 監理団体のうち，異業種組合については，組合の職員が業種の異なる現場の実情

等をすべて把握できるのか疑問であり，実習実施機関に対して適切な監理・監督が

できていないのではないか。また，広域の組合の場合には，実習実施機関に監査に

行くのも距離が遠く，適正に監査が行われていないのではないか。

○ 監理団体は，きちんと技能移転が行われているか，技能実習生の帰国後の実地調

査を行わなければならないとされているが，徹底されていないのではないか。

○ 適正でないとされた監理団体が，新団体を設立して再び制度に参入してくる場合

もある。このようなケースは，制度自体の信頼性を揺るがせかねない。不正行為等

のあった団体は，金輪際，制度に関与することができないように規制を強化するべ

きではないか。

○ 一部の不適正な団体のために多くの適正な団体までが厳しく管理されて手続も更

に複雑化することは避けるべきではないか。

（公的機関に関する意見）

○ ＪＩＴＣＯの巡回調査では不正を見抜けないとの指摘もあり，強制権限に基づか

ないため実効性に限界がある。行政機関による調査・監督の強化を行う必要性があ

るのではないか。

○ ＪＩＴＣＯによる管理・監督は根拠法もあいまいであり，不十分。厳しく管理・

監督できるようにするべきではないか。

（技能実習生の人権侵害に関する意見）

○ 残業代の未払いや保証金の徴収，パスポート預かり，技能実習生が行方不明にな

る事例等が生じている。また，住居費，食費名目での賃金カットや強制貯金の例も

ある。

○ 技能実習生が在日公館に助けを求めても，監理団体が虚偽の説明等を行って技能

実習生を帰国させてしまう例もある。

○ 相談したことが受入れ機関に知られると解雇される例もあり，雇用主変更の自由

もないため，技能実習生が申告しにくい状況になっている。

○ 内部通報があったら，見せしめ的な対応になっているのではないか。通報に対す

る処理体制を整備するべきではないか。

○ 雇用主変更の自由を認めると，不法滞在を助長しないか。

○ 技能実習生には最低賃金ぎりぎりの報酬しか払われていない。これは技能実習生

の人権の問題だけではなく，低賃金の技能実習生を受け入れることによって，日本

人の処遇にも影響が出るのではないか。



（資料１）
○ 業種ごとに実習生受入れに当たっての最低年収基準として定めるなど 「日本人，

が従事する場合の報酬と同等額以上」ということを実効的に担保する仕組みが必要

ではないか。

○ 日本の労働市場は技能実習生に対しては買い手市場であり，残業割増がなくても

いいので残業を希望するという場合も生じるのではないか。

（送出し機関に関する意見）

○ 違約金や保証金の徴収など，送出し機関による不当な中間搾取が発生している。

○ 国内の適正化だけでは不十分であり，送出し国の工業化等の政策ニーズを把握す

ることが必要なのではないか。

， ，○ 不適正な送出し機関の認定の取り消しについては 送出し国が認定している以上

相手国内の問題ということになる。

○ 受入れは送出し国のニーズに応じて，技術移転を必要としている分野に限定する

べきではないか。



【制度の拡充に関する意見】

（実習期間に関する意見）

○ ５年いないと一人前にならない職務は多い。型枠大工のように，一人前になるに

は１０年かかると言われるものもある。

○ すべての技能実習生を５年にするのではなく，技能検定基礎１級やＪＩＴＣＯ認

定評価専門級の取得等，一定の要件を満たした優秀な技能実習生に限って，３年か

ら５年に延長すべきではないか。

○ 実習修了後，帰国して１～２年経過した者に，一定の条件を課した上で再入国し

て２年程度の再技能実習を認める制度を創設するべきではないか。

○ 優秀な受入れ団体には，高度技能実習生として期間の延長を認めるべきではない

か。

○ 受入れ期間を延ばしてほしいというのは，受入れ側に技能実習生をチープレーバ

ーとして使用したいとの意図があるからなのではないか。

○ 期間の延長は，適正な制度運用のための監視体制が確立されてからの話で，慎重

に検討するべきではないか。

（受入れ人数に関する意見）

○ 受入れ人数枠が機械的になっており，目いっぱい受け入れて手が回らなくなって

いる例もある。

○ 適切かつ効果的な受入れを行っている優秀な受入れ機関に限って，受入れ人数枠

を拡大するなどインセンティブを与えるべきではないか。

○ 受入れ人数を増やしてほしいというのは，受入れ側に技能実習生をチープレーバ

ーとして使用したいとの意図があるからなのではないか。

（対象職種に関する意見）

○ 多能工化を踏まえて職種の抜本的な見直しの必要があるのではないか。

○ 技術の進歩に応じた技能検定試験の職種の見直しが必要ではないか。例えば，日

本では自動化されたコンピューターコントロールのＮＣ旋盤が多い中，現行の対象職

種における技能検定試験は今もってマニュアル操作の普通旋盤になっているなど，産

業実態に合わなくなっているものも多い。

○ 現場からは，自動車整備業，介護等のサービス業等を対象職に加えてほしいとの

意見が出されている。

○ 職種を拡大してほしいというのは，高度な技能や職種という理由ではなく，日本

で足りないという受入れ企業側の要請に過ぎないのではないか。

（資料１）



開発途上国等の「人づくり」に一層協力するため，技能移転の仕組みとして平成５年に創設。（平成22年7月：改正入管法の施行） 

技能実習制度の仕組み 

技能実習の流れ 
技能実習制度の受入れ機関別のタイプ 

受
入
企
業 

労働者 

送出し国 日本 

海外支店等 ②申請 

③入国 
  許可 

地
方
入
国
管
理
局 

④入国 

【企業単独型】 日本の企業等が海外の現地法人，
合弁企業や取引先企業の職員を
受け入れて技能実習を実施 

①雇用契約 

技 
 

能 
 

実 
 

習 
 

２ 
 

号 
 

技 

能 

実 

習 

１ 

号 

 

雇
用
関
係
の
下
で
の
実
習 

講
習 

１
年
目 

○帰国 

実習 
実習実施機関で実施 
※団体監理型：監理団体による監査 

 ※到達目標 
   技能検定３級相当 

雇
用
関
係
の
下
で
の
実
習 

○入国 在留資格：「技能実習１号イ，ロ」 

講習（座学） 
実習実施機関（企業単独型のみ）又は監理団体で 
原則２か月間実施 

   （雇用関係なし） 
 

実習 
実習実施機関で実施 
※団体監理型：監理団体による訪問指導・監査 

○在留資格の変更 
   在留資格：「技能実習２号イ，ロ」 

※対象者 
 所定の技能評価試験（技能検定基礎２級相当）に合
格した者 

※対象職種 
  送出国のニーズがあり，公的な技能評価制度が整
備されている職種 （現在６８職種） 

２
年
目 

３
年
目 

基礎２級 

【団体監理型】 
監理団体（事業協同組合，商工会
等）が技能実習生を受入れ，傘下の
企業等で技能実習を実施 

送出し 
機関 

監理 
団体 

労働者 

日本 

地
方
入
国
管
理
局 

③
応
募
・ 

選
考
・決
定 

⑤申請 

監理団体の会員 
（実習実施機関） 

②
技
能
実
習
生

受
入
申
し
込
み 

①契約 

⑥入国 
  許可 

⑧
技
能
実
習
開
始 

⑨
指
導
・
支
援 

受入
企業 

送出し国 

受入
企業 

④雇用契約 

（資料２） 



技能実習２号移行対象職種 (平成26年4月現在 68職種126作業) 

（注） ＊の職種は（公財）国際研修協力機構（JITCO）認定職種 

１ 農業関係（２職種５作業） 
職種名 作業名 

耕種農業＊ 施設園芸 
畑作・野菜 

畜産農業＊ 養豚 
養鶏 
酪農 

２ 漁業関係（２職種９作業） 
職種名 作業名 

漁船漁業＊ 
  

かつお一本釣り漁業 
まぐろはえ縄漁業 
いか釣り漁業 
まき網漁業 
底曳網漁業 
流し網漁業 
定置網漁業 
かに・えびかご漁業作業 

養殖業＊ ホタテガイ・マガキ養殖作業 

３ 建設関係（21職種31作業） 
職種名 作業名 

さく井 パーカッション式さく井工事作業 
ロータリー式さく井工事作業 

建築板金 ダクト板金作業 
冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工作業 
建具製作 木製建具手加工作業 
建築大工 大工工事作業 
型枠施工 型枠工事作業 
鉄筋施工 鉄筋組立て作業 
と び とび作業 
石材施工 石材加工作業 

石張り作業 
タイル張り タイル張り作業 
かわらぶき かわらぶき作業 
左 官 左官作業 
配 管 建築配管作業 

プラント配管作業 
熱絶縁施工 保温保冷工事作業 
内装仕上げ施工 プラスチック系床仕上げ工事作業 

カーペット系床仕上げ工事作業 
鋼製下地工事作業 
ボード仕上げ工事作業 
カーテン工事作業 

サッシ施工 ビル用サッシ施工作業 
防水施工 シーリング防水工事作業 
コンクリート圧送施工 コンクリート圧送工事作業 
ウェルポイント施工 ウェルポイント工事作業 
表 装 壁装作業 
建設機械施工＊ 押土・整地作業 

積込み作業 
掘削作業 
締固め作業 

４ 食品製造関係（７職種12作業） 
職種名 作業名 

缶詰巻締＊ 缶詰巻締 
食鳥処理加工業＊ 食鳥処理加工作業 
加熱性水産加工 
食品製造業＊ 

節類製造 
加熱乾製品製造 
調味加工品製造 
くん製品製造 

非加熱性水産加工 
食品製造業＊ 

塩蔵品製造 
乾製品製造 
発酵食品製造 

水産練り製品製造 かまぼこ製品製造作業 
ハム・ソーセージ・ベーコン製造 ハム・ソーセージ・ベーコン製造

作業 
パン製造 パン製造作業 

５ 繊維・衣服関係（11職種20作業） 
職種名 作業名 

紡績運転＊ 前紡工程作業 
精紡工程作業 
巻糸工程作業 
合撚糸工程作業 

織布運転＊ 準備工程作業 
製織工程作業 
仕上工程作業 

染 色 糸浸染作業 
織物・ニット浸染作業 

ニット製品製造 靴下製造作業 
丸編みニット製造作業 

たて編ニット生地製造＊ たて編ニット生地製造作業 
婦人子供服製造 婦人子供既製服製造作業 
紳士服製造 紳士既製服製造作業 
寝具製作 寝具製作作業 
カーペット製造＊ 織じゅうたん製造作業 

タフテッドカーペット製造作業 
ニードルパンチカーペット製造作
業 

帆布製品製造 帆布製品製造作業 
布はく縫製 ワイシャツ製造作業 

６ 機械・金属関係（15職種27作業） 
職種名 作業名 

鋳 造 鋳鉄鋳物鋳造作業 
非鉄金属鋳物鋳造作業 

鍛 造 ハンマ型鍛造作業 
プレス型鍛造作業 

ダイカスト ホットチャンバダイカスト作業 
コールドチャンバダイカスト作業 

機械加工 旋盤作業 
フライス盤作業 

金属プレス加工 金属プレス作業 
鉄 工 構造物鉄工作業 
工場板金 機械板金作業 
めっき 電気めっき作業 

溶融亜鉛めっき作業 
アルミニウム陽極酸化処理 陽極酸化処理作業 
仕上げ 治工具仕上げ作業 

金型仕上げ作業 
機械組立仕上げ作業 

機械検査 機械検査作業 
機械保全 機械系保全作業 
電子機器組立て 電子機器組立て作業 
電気機器組立て 回転電機組立て作業 

変圧器組立て作業 
配電盤・制御盤組立て作業 
開閉制御器具組立て作業 
回転電機巻線製作作業 

プリント配線板製造 プリント配線板設計作業 
プリント配線板製造作業 

７ その他（10職種22作業） 
職種名 作業名 

家具製作 家具手加工作業 
印 刷 オフセット印刷作業 
製 本 製本作業 
プラスチック成形 圧縮成形作業 

射出成形作業 
インフレーション成形作業 
ブロー成形作業 

強化プラスチック成形 手積み積層成形作業 
塗 装 建築塗装作業 

金属塗装作業 
鋼橋塗装作業 
噴霧塗装作業 

溶 接＊ 手溶接 
  半自動溶接 
工業包装 工業包装作業 
紙器・段ボール箱製造 印刷箱打抜き作業 
  印刷箱製箱作業 
  貼箱製造作業 
  段ボール箱製造作業 
陶磁器工業製品製造＊ 機械ろくろ成形作業 
  圧力鋳込み成形作業 
  パッド印刷作業 

（資料３） 



　

企業単独型による技能実習の概要 

帰国担保措置（技能実習生の帰国旅費の確保等） 

技能実習生用の宿泊施設の確保 

生活指導員の配置 

技能実習指導員の配置（５年以上の経験を有する常勤職員） 

実習実施機関の責務 

企業単独型での受入れが認められる技能実習生 

本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員（合弁企業や現地法人を含む） 

実習実施機関と引き続き1年以上の国際取引の実績を有する機関の職員 

修得技能に関する知識 

など 

生活一般に関する知識 日本語 

技能実習生の法的保護に必要な情報（労働関係法令，入管法令など）（※） 

（注） 常勤職員に，外国にある事業所に所属する常勤職員及び技能実習生を含まない。 

 実習実施機関の常勤職員の総数の１／２０以内 

受入れ人数枠 

技能実習１号での活動時間全体の１／１２以上（※） 

技能実習１号での活動時間全体の１／６以上 
技能実習１号の活動時間が１年の場合 

２か月 

技能実習１号の活動時間が１年の場合 

１か月 

２か月 

技能検定基礎２級等合格 

《企業での技能等修得活動》 《講習》 《技能実習２号イ移行対象職種について企業での技能実習》 

技能実習２号イ 
（３年目） 

技能実習２号イ 
（２年目） 

技能実習１号イ 
（１年目） 

《現在，移行対象職種は６８職種》 

「講習」について 

技能実習生が途中帰国等した場合の地方入国管理局への報告 

技能実習実施状況に係る文書の作成及び保管 

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける雇用契約の締結 

講習の

実施 

労働契約（労働関係法令の適用） 

実習実施機関と過去1年間に１０億円以上の国際取引の実績を有する機関の職員 

実習実施機関と国際的な業務上の提携又はその他の業務上の関係を有する 
機関で法務大臣が告示をもって定めるものの職員 

企業単独型受入れの概要図 

「講習」で修得する内容 

「講習」を実施すべき時間数 
（例） 

※ 専門的な知識を有する講師が行うものに限る 

※本邦外において，海外の公的機関又は教育機関で１か月
以上かつ１６０時間以上の事前講習を行っている場合 

（資料４） 



　

実習実施機関の責務 

団体監理型による技能実習の概要 

講習の
実施 実習実施機関に赴き 

実施状況の確認・指導 
（１月に１回以上） 

技能実習生からの相談に対応する体制の構築（相談員の配置等） 

帰国担保措置（技能実習生の帰国旅費の確保等） 

監理団体の責務 

技能実習生用の宿泊施設の確保（監理団体も可） 

生活指導員の配置 

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける雇用契約の締結 

技能実習指導員の配置（５年以上の経験を有する常勤職員） 

団体監理型受入れの概要図 

 下の表の範囲内で，かつ，実習実施機関の常勤職員の総数を超えない人数 

受入れ人数枠 

実習実施機関の常勤職員の総数 

３０１人以上 

５１人以上１００人以下 

２０１人以上３００人以下 

１０１人以上２００人以下 

５０人以下 

技能実習生の受入れ人数 

常勤職員の１／２０ 

６人 

１５人 

１０人 

３人 

技能実習生が途中帰国等した場合の地方入国管理局への報告 

実習実施機関での技能実習継続が困難な場合に新たな実習実施機関の確保に努めること 

技能実習実施状況に係る文書の作成及び保管 

監理団体による監査及び地方入国管理局への報告（３月に１回以上） 

監理費用を徴収する場合は金額及び使途を明示すること（技能実習生及び送出し機関への負担禁止） 

監理団体による監理 

実習実施機関との労働契約（労働関係法令適用） 

技能実習２号ロ 
（３年目） 

技能実習２号ロ 
（２年目） 

技能実習１号ロ 
（１年目） 

技能検定基礎２級等合格 

《企業等での技能等修得活動》 《講習》 《技能実習２号ロ移行対象職種について企業等での技能実習》 

２か月 

雇用契約締結 

《現在，移行対象職種は６８職種》 

団体監理型での受入れが認められる団体 
（営利を目的としない団体） 

商工会議所又は商工会 

中小企業団体 職業訓練法人 農業協同組合 

公益社団法人及び公益財団法人 漁業協同組合 法務大臣が個別に告示した団体 

○ 実習実施機関との雇用契約に基づいて技能等修得活動を実施する前に，本邦で一定期間以上，講義 
 形式の講習の実施を義務付け 

「講習」について 

修得技能に関する知識 

など 

生活一般に関する知識 日本語 

技能実習生の法的保護に必要な情報（労働関係法令，入管法令など）（※） 

※ 専門的な知識を有する外部講師が行うものに限る 

「講習」で修得する内容 

技能実習１号での活動時間全体の１／６以上 技能実習１号の活動時間が１年の場合 

２か月 

技能実習１号の活動時間が１年の場合 

１か月 

（例） 
「講習」を実施すべき時間数 講習の実施状況に係る文書の作成及び保管 

農業協同組合（実習実施機関が法人の場合を除く）による受入れ 

漁業協同組合（実習実施機関が個人であって，漁船に乗船して行わない技能実習の
場合）による受入れ 

漁業協同組合（漁船に乗船して行う技能実習の場合）による受入れ 

職業訓練法人（社団かつ実習実施機関が中小企業者である場合を除く）による受入れ 

公益法人（開発途上国に対する農業技術協力を目的とするものを除く）による受入れ 
常勤職員の１／２０ 

２人以内 

１隻につき２人以内 

（注１） 常勤職員に，外国にある事業所に所属する常勤職員及び技能実習生を含まない。 

（注２） 上記の受入れ人数枠の主な例外 

講習 

施設の 

確保 

労働者災害補償保険等の措置（監理団体も可） 

技能実習１号での活動時間全体の１／１２以上（※） 

※本邦外において，海外の公的機関又は教育機関で１か月以上
かつ１６０時間以上の事前講習を行っている場合 

（資料５） 



○現行制度及び指摘されている問題点・要望等 ○見直しの検討方向性

技能実習制度の見直しの方向性検討結果概要 

☆技能等の修得・移転 
（指摘されている問題点） 
 ・開発途上国への技能移転という技能実習の目的に反して，国内の人手 
 不足を補う安価な労働力として使われている 
（現行制度） 
 ・技能実習修了時の技能評価試験受験の義務がない 
 ・帰国後の技能等の移転に係る要件は「帰国後本邦において修得した技 
 能等を要する業務に従事することが予定されていること」とされており，あ 
 くまでも入国時の予定にとどまっている 

  

確実な技能等の修得・移転を図るための見直しを実施 
・技能実習修了時の評価制度の見直し及び技能実習修了時の技

能評価試験の受験の義務化 
・技能評価試験の在り方の見直し 
・多能工化ニーズへの対応 
・技能等の修得・移転の確実な実施を監理団体・実習実施機関の

要件への追加 
・技能実習生の帰国後のフォローアップの充実 

☆監理団体による監理 
（指摘されている問題点） 
 ・監理団体が適正に監理することを前提に受入れが認められているにも 
 かかわらず監理団体の監理が不十分である 
 ・認可主体の行政庁（都道府県等）の監督権限が不明確である 
（現行制度） 
 ・監理団体による実習実施機関への監査等を入管法令上義務付けしてい 
 るが，監理団体が義務等を実施するための体制等に関する規定はない 

監理団体による監理の実効性を強化し，監督の適正化を

図るための見直しを実施 
・監理団体の義務・責任の明確化 
・監理団体に一定数の外部理事・監事の設置又は外部監査の導

入の義務化 
・監理団体の実習実施機関への監査に係る体制の強化 
・優良な監理団体に対する優遇措置の導入 
・認可主体等による監理団体の監督の強化 
 

  

○基本的考え方（見直しに当たっての留意点） 
 ①制度の趣旨・目的に沿って，技能等の修得・移転が確保されることが前提であり，技能等の修得・移転を確実に達成する受入れ機関についてのみ受入れを 

  認め，あわせて，技能実習生の人権保護の強化や監理団体の監理体制の強化及び関係機関による監視体制の構築等を目指し，技能実習制度から不適正 

  団体を排除する 

 ②優良な受入れ機関に集約化する意味で，優良な受入れ機関に制度の拡充を認めていく。ただし，送出し側のニーズや日本企業の海外進出を踏まえ，制度本 

  来の趣旨・目的から乖離することがないよう，制度の適切な運用に努める 

 ③特に技能実習生の人権保護に関しては，不正行為を確実に取り締まり，また，相談体制の強化や実習実施機関に問題がある場合の対処などの技能実習生 

  の保護・支援を強化・充実させる 

（資料６） 



○現行制度及び指摘されている問題点・要望等 ○見直しの検討方向性

技能実習制度の見直しの方向性検討結果概要 

☆公的機関による監理団体・実習実施機関の監視 
（指摘されている問題点） 
 ・行政機関・ＪＩＴＣＯによる指導・監督が不十分 
 ・ＪＩＴＣＯの制度上の位置付けが不明確であり，法的権限等の機能，予 
 算・人員等の体制も具備されていない 
 ・悪質な監理団体・実習実施機関に対するサンクションが不十分  
（現行制度） 
 ・ＪＩＴＣＯが技能実習状況の把握，巡回指導等を行っているが，あくまでも 
 支援や助言にとどまっている 
 ・不適正な受入れを行った場合は，最長５年間の受入れ停止の措置 

公的機関による監理団体・実習実施機関の監視体制の強

化を図るための見直しを実施 
・関係行政機関の調査権限や調査・摘発体制の強化 
・行政機関を補完する機関の制度上の位置付けを明確化し，政

府が一貫して厳正な指導・監督が行えるよう体制整備 
・業所管省庁による監督の強化 
・罰則の整備や不適正な監理団体等の名称の公表の検討 

  

☆技能実習生に対する人権侵害行為等への対応 
（指摘されている問題点） 
 ・賃金不払い等の労働関係法令違反や技能実習生に対する人権侵害等 
 が発生した場合，保護体制が不十分。また，不適正な受入れ機関からの 
 移籍についての支援が不十分。その結果，問題のある受入れに対して 
 技能実習生が声を上げにくくなっている 
（現行制度） 
 ・ＪＩＴＣＯにおいて母国語相談 
 ・不正行為等で受入れ機関での技能実習の継続ができない場合は，他 
 の適切な機関で技能実習の継続が可 

技能実習生に対する人権侵害行為等への対応の強化を

図るための見直しを実施 
・技能実習生の保護の強化のための関係機関の連携体制の強

化や摘発体制の強化，指導・監督体制の整備 
・人権侵害等を行った監理団体及び実習実施機関に対する可罰

化など取締体制の強化 
・不適正な受入れがあった場合の通報窓口機能の充実・強化

（通報したことにより不利益な扱いを受けないようにするフォロー

アップの強化） 
・不適正な受入れのあった実習実施機関から他の機関へ転籍で

きる仕組みの構築 
・技能実習生における賃金等の処遇の適正化 
・技能実習生への関係法令等についての啓発活動の強化 

  

☆送出し機関 
（指摘されている問題点） 
 ・送出し機関に不正が認められる事案もあるが，他国ということもあり，事 
 案の解明が困難であり，悪質な送出機関を十分に排除できていない 
（現行制度） 
 ・入管法令上，送出し機関が保証金等不当な金銭を徴収・管理すること 
 は禁じられている 

  

送出し機関への規制の実効性の強化を図るための見直し

を実施 
・監理団体による技能実習生本人に対する保証金の有無等の確

認の強化（確認を怠った監理団体は不正行為） 
・送出し国政府による送出し機関規制強化のための２国間協定

の締結を検討 
・特定国に集中していることの適否の検討 



○現行制度及び指摘されている問題点・要望等 ○見直しの検討方向性

☆実習期間 
（指摘されている問題点） 
 ・高度な技術を修得した優れた技術者・技能者を育成するという制度の目 
 的を達することが困難 
（現行制度） 
 ・技能実習期間は技能実習１号（１年）と技能実習２号（２年）を併せて最 
 大３年間とされており，期間の延長や再技能実習は認められていない 

実習期間の延長（又は再技能実習）の実施 
・適正化へのインセンティブの一つとして優良受入れ機関で実習

する一定の要件を満たす技能実習生へ，より高度な技能実習を

行うための２年程度の実習期間の延長又は再実習 
・日本語検定等で評価できる場合には講習期間を短縮可能とす

ることを検討 
 

  

☆受入れ人数 
（指摘されている問題点） 
 ・中小企業では社員数の調整が難しく、受入れ人数枠が限定されている 
（現行制度） 
 ・受入れ人数枠は，実習実施機関の常勤職員の数に応じて定められてお 
 り、常勤職員数が５０人以下の実習実施機関は一律３人まで，５１人以上 
 １００人以下の実習実施機関は６人まで等とされている 

受入れ人数の上限の見直しの実施 
・制度趣旨を踏まえつつ，常勤職員数に応じた区分について，よ

りきめ細かい人数枠の設定 
・適正化へのインセンティブの一つとして優良な受入れ機関への

付加的人数増を認めるインセンティブの導入 

☆対象職種 
（指摘されている問題点） 
 ・技術革新に伴う職種の変化等に対応できていない 
 ・送出し国等のニーズに十分対応できていない 
（現行制度） 
 ・技能実習２号に移行するためには、基礎２級の技能検定試験等が整備 
 されている職種・作業に限定されている（６８職種１２６作業）  

対象職種の拡大の実施 
・制度趣旨を踏まえた上で介護等の分野の２号移行対象職種の

拡充 
・多能工化ニーズへの対応 
・拡充する職種の特性に対応した新たな受入要件の設定 

技能実習制度の見直しの方向性検討結果概要 
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